
答 申 第 １ ９ 号

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ 日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門 殿

徳島県個人情報保護審査会

会 長 上 原 克 之

個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について（答申）

平成２５年１月２２日付け医第８４３号で諮問のありましたこのことについては，

下記のとおり答申します。

記

１ 個人情報の収集制限（本人収集の原則）の例外に関する事項（条例第６条第２項

第７号関係）

諮問された事項(別紙１)については，個人情報取扱事務の目的を達成する上で必

要なものと認められます。

２ 個人情報の収集制限（センシティブ情報の収集制限）の例外に関する事項（条例

第６条第３項第３号関係）

諮問された事項(別紙２)については，個人情報取扱事務の目的を達成する上で必

要なものと認められます。



別紙１

収集制限（本人収集）の例外に関する事項（条例第６条第２項第７号関係）

（個別事項）

地方独立行政法人徳島県鳴門病院関係

番号 項 目 本人以外からの収集が認められる理由

１ (診療関係) ○的確な診療、健診及び保健指導を行うためには、患

診療、健診及び保健指導を行うた 者及び受診者の治療歴、家庭での生活習慣などの個

め、患者等に関する個人情報を承 人情報を承継する必要がある。

継する場合 ○診療録その他の記録については、医師法及び医療法

に基づく保存義務がある。

２ (相談関係) ○相談、苦情、要望、陳情、通報に適切に対応するた

相談、苦情、要望、陳情、通報に めには、本人及び本人以外の者に関する個人情報を

おいて、その内容に個人情報が含 承継する必要がある。

まれているものを承継する場合

３ (申請・届出関係) ○申請書その他の提出書類に係る事務の処理に当た

申請書その他の提出書類に申請者 り、当該事務の公正かつ円滑な実施のために本人及

その他の者に関する個人情報が含 び本人以外の者に関する個人情報を承継する必要が

まれているものを承継する場合 ある。

４ (所在・身元不明関係) ○居所不明者、身元不明者、認知症等による意思不明

所在不明等の者に関する個人情報 者のように、事務の性質上、本人から収集すること

を本人以外の者から収集したもの ができない。

を承継する場合 ○本人の所在や身元確認のため、家族や所属団体等の

本人以外の者から個人情報の収集を行ったものを承

継する必要がある。

５ (職員人事関係) ○職員の任用、給与、服務等の人事について、適正な

職員人事を行うため、職員等に関 処理を行うためには職員及び家族に関する個人情報

する個人情報を承継する場合 を承継する必要がある。

○事務の性質上、本人から収集したのでは、情報の客

観性、正確性を確保することができない。

６ (指導・評価関係) ○学生の実状を把握し、適正な教育、指導、評価を行

看護専門学校の学生の指導、評価 うに当たっては、学生に関する個人情報を承継する

に関する個人情報を承継する場合 必要がある。

○事務の性質上、本人から収集したのでは、情報の客

観性、正確性を確保することができない。



番号 項 目 本人以外からの収集が認められる理由

７ (事故処理関係) ○職員及び学生が関係する事故並びに管理する施設に

事故の処理に当たって、事故の関 係る事故の処理に当たっては、事故の当事者その他

係者に関する個人情報を承継する の関係者に関する個人情報を承継する必要がある。

場合 ○事務の性質上、本人から収集したのでは、情報の客

観性、正確性を確保することができない。



別紙２

収集制限（センシティブ情報の収集制限）の例外（条例第６条第３項第３号関係）

（個別事項）

地方独立行政法人徳島県鳴門病院関係

思 身 社
番号 項 目 例外として収集が認められる理由

想 体 会

１ (診療関係) ○的確な診療、健診及び保健指導を行うために ○ ○ ○

診療、健診及び保健指導を行う は、患者及び受診者の身体や病歴に関する個

ために取得した患者等の身体等 人情報を承継する必要がある。

に関する個人情報を承継する場 ○診療、健診及び保健指導に必要な患者及び受

合 診者の個人情報を承継する中で、聴取した生

活歴に思想や社会的差別の原因となるおそれ

のある個人情報が含まれている。

２ (相談関係) ○相談、苦情、要望、陳情、通報に適切に対応 ○ ○ ○

相談、苦情、要望、陳情、通報 するためには、提供された内容の中に含まれ

において提供された身体等に関 る身体、思想及び社会的差別の原因となるお

する個人情報を承継する場合 それのある個人情報を承継する必要がある。

３ (申請・届出関係) ○申請書その他の提出書類に係る事務処理に当 ○

申請書その他の提出書類に関す たっては、身体や病歴に関する個人情報を承

る事務において、身体に関する 継する必要がある。

個人情報を承継する場合

４ (職員人事関係) ○職員の任用、給与、服務等の人事について、 ○ ○

職員人事を行うため、職員等の 適正な処理を行うためには、職員及び家族の

身体等に関する個人情報を承継 身体や病歴及び社会的差別の原因となるおそ

する場合 れのある個人情報を承継する必要がある。

５ (指導・評価関係) ○学生の実状を把握し、適正な教育、指導、評 ○ ○ ○

看護専門学校の学生の指導、評 価を行うに当たっては、身体、思想及び社会

価を行うため、学生の身体等に 的差別の原因となるおそれのある個人情報を

関する個人情報を承継する場合 承継する必要がある。

６ (事故処理関係) ○職員及び学生が関係する事故並びに管理する ○

事故の処理に当たって、事故の 施設に係る事故の処理に当たっては、事故の

関係者の身体に関する個人情報 当事者その他の関係者の身体に関する個人情

を承継する場合 報を承継する必要がある。



思 身 社
番号 項 目 例外として収集が認められる理由

想 体 会

７ (論文提出関係) ○試験、授業及び研修において提供された論文 ○ ○ ○

試験、授業及び研修において提 や作文、面接の中に含まれる本人の身体、思

出された論文や面接の中に含ま 想及び社会的差別の原因となるおそれのある

れる身体等に関する個人情報を 個人情報を承継する必要がある。

承継する場合

８ (本人確認関係) ○保有個人情報の開示に関する事務等の承継に ○

本人であること等を確認するに 当たっては、本人または代理人であることの

当たって取得した本籍に関する 確認のために提示又は提出された書類の中

個人情報を承継する場合 に、本籍に関する個人情報が含まれている。



徳島県個人情報保護審査会審議経過

回 開 催 年 日 内 容

第４９回 平成２５年 １月２８日 諮問

審議

第５０回 ３月 １日 審議

徳島県個人情報保護審査会委員名簿

氏 名 職 業 等 備 考

上 原 克 之 徳島大学総合科学部准教授 会 長

加 渡 いづみ 四国大学短期大学部講師

消費生活アドバイザー

小 松 君 代 四国大学経営情報学部教授

鈴 木 亜佐美 弁護士

古 田 修 一 徳島文理大学総合政策学部教授 会長職務代理者

（五十音順）


